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第 4 章 一体的に推進する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病を対象疾患に据え、脳血管疾患や虚血性心疾患等の循環

器病予防に取り組む保険者とともに、一緒になって推進していきます。 

健診は受けるだけにとどまらず、健診受診後の個別支援、発症予防お

よび重症化予防の取り組みを推進します。 

第 4 章 一体的に推進する計画 
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１  データヘルス計画（保健事業実施計画）  ▸▸▸▸▸ 保険者毎に作成 

    

 ▸ 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保健事業の実施計 

画を作成し、実施します 

▸ 被保険者の健診データ・医療データを活用して健康課題や対象者を明確 

にした上で、目標値の設定を含めた事業内容を設定します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データヘルス計画とは、医療情報（レセプト）や健診結果の情報などのデータ分析に

基づき、効率的・効果的な保健指導を実施する取組で、平成 27 年度からすべての健康

保険組合に実施が義務づけられています。 

用語 
解説 

（図１６）  
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２  特定健康診査等実施計画 ▸▸▸▸▸ 保険者毎に作成 

 

   ▸ 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき特定健康診査等実

施計画を作成し、実施します 

    ▸ 保険者は、特定健診・特定保健指導の実施に当たって、あらかじめ実施率 

目標や実施方法等を定めることで、事業を効率的かつ効果的に実施し、 

評価できるようにします 

    ▸ 特定健康診査等実施計画は、データヘルス計画の一部として作成します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健康診査等実施計画は、生活習慣病の予防を目的としています。メタボリック

シンドロームの概念に基づく特定健康診査・特定保健指導の実施の取組をさらに推進

し、健康づくりの気運を高め、特定健康診査・特定保健指導実施率の向上を目指します。 

用語 
解説 

第 4 章 一体的に推進する計画 
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（図１７）  
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第 4 章 一体的に推進する計画 
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